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【第 42回岡山実験動物研究会の開催]

本年 11月 30日(金)午後 1時 30分からまきび

会館で岡山県産業振興財団の後援で開催 します｡

この研究会では特別講演 3題を予定 しています｡

9月 18日開催の常務理事会で特別講演の企画や

講師について協議することにしていますので､講

演内容や講師にご希望のある方は事務局または最

寄 りの常務理事にお知らせいただきますようお願

い致 します｡本研究会のご案内は､会のプログラ

ムが出来次第会員の皆様にご案内いた します｡

[事務局からのお知らせ】

岡山実験動物研究会は会員皆様のご指導 とご支

援により､今年 12月創立 19年目を迎えることに

な りました｡新会長の下で､今後も､㈱林原生物

化学研究所 ･藤崎研究所の関係者のご協力を頂き

なが ら､取 り組んでいきたいと考えてお りますの

で､会員の皆様には引き続きご鞭漣 とお力添えを

賜わ りますようお願い致 します｡

会の運営､企画などにご希望､ご意見がありま

したら､ご遠慮なく事務局または最寄 りの常務理

事までご連絡下さい｡事務局住所は下記の通 りで

す｡事務局の国枝氏は､平成 13年 11月 30日ま

で海外出張のため､佐藤が代理で担当します｡

〒700-8530 岡山市津島中 1丁目1-1

岡山大学農学部 国枝哲夫 (代理 佐藤勝紀)

TEL:086-25卜8314(国枝),8332(佐藤)

FAI:086-25ト8388(庶務係)

E-mail:tkunieda@cc.okayama-u.ac.jp

:ksato@cc.okayaI□a-u.aC.jp

[会費納入のお廉い]

平成 13年度の年会費として､正会員は 1,000

円,賛助会員は 30,000円(一口)を徴収いたします

ので､本会報に挿み込まれている郵便払込通知票

を用いて､年会費を郵便局からお振 り込みくださ

いますようお願いいたします｡

[計報のお知らせ]

本研究会会員の佐藤善一氏は平成 13年 5月 15

日､ご逝去なされましたo ここに､謹んでご冥

[点集後記]

記念講演 ･招待講演 ･特別講演の講師の先生方

及び施設めぐりのご寄稿をいただいた先生方のご

協力を得て､第 18号研究会報を発行することが

できました｡本会報は､例年になく講演要旨が多

く､充実 した内容になったものと思ってお ります｡

しかし､寄稿が少なかったので､会員の皆様方か

ら積極的なご投稿をお願い致します｡前号に引き

続いて､地域実験動物研究会の活動紹介や参考資

料 ｢生命科学 ･動物実験に関する最近の トピック

ス｣を紹介 しました｡地域実験動物研究会の活動

紹介に当っては､各事務局の方にお願いして､情

報を提供 していただきました｡参考資料は昨年の

I.5倍の貢を費や しましたが､重要な話題をすべ

て紹介できませんでした｡

会報の編集や内容に関するご希望､ご意見をお

持ちでしたら､事務局宛にお寄せ下さい｡
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岡山実験動物研究会会則

(名 称)

第 1条 本会は岡山実験動物研究会 (英文名 :

OkayamaAssociationforLaboratoryAnimal
Science)と称する｡

第 2条 本会は岡山県内並びに県外において実験

動物及び動物実験に関心をもつ人々によって組

織された団体である｡

(目 的)

第 3条 本会は実験動物及び動物実験についての

知識の交流をはか り､あわせてこれ ら関連領域

の進展に寄与することを目的とする｡

(事 業)

第 4条 本会は前条の目的を達成するために次の

事業を行 うo

1.学術集会､講演会等の開催

2.会誌及び関係学術資料の刊行

3.会員相互の連絡

4.その他必要と認められる事業

(会 員)

第 5条 本会の会員は次の通 りとする｡

1.正会員 本会の目的に賛同して､所定の

入会申込書を提出した個人とす

る｡

2.賛助会員 本会の目的に賛同し､理事会の

承認を経て所定の入会申込書を

提出した個人または法人とする｡

3.名誉会員 本会の発展に功労があった者で､

理事会の承認を経て推薦された

者 とする｡

(役 員)

第 6条 本会に次の役員をおく｡

1.理 事 15名以上 20名以内 (うち､会

長 1名及び常務理事若干名)

2.監 事 2名

3.評議員 若干名

(役員の選任)

第 7条 会長及び常務理事は理事の互選によりこ

れを定める｡理事は正会員の互選により選出さ

れた者とする｡監事及び評議員は理事会が選出

し､会長がこれを委嘱する｡

(役員の職務)

第 8条 役員の職務は次の通 りとする｡

1.会長は本会を代表し､会務を統括する｡

必要に応 じ理事会及び常務理事会を召集する｡

会長に事故あるときは､理事の互選により1

名を選び､会長の職務を代行する｡

2.理事は理事会を組織 し､本会の会務を審議

し､議決する｡

3.常務理事は会長を補佐 し､庶務､会計､渉

外､集会､広報などの実務を担当する｡

4.監事は本会の会計を監査する｡

5.評議員は評議員会を組織 し､会長の諮問を

うけ､重要事項を審議する｡

(役員の任期)

第 9条 本会の役員の任期は 2年とし､再選は妨

げない｡

(会 計)

第 10条 本会の経費は正会員並びに賛助会員の

会費､寄付金､その他の収入をもってこれにあ

てる｡会計年度は暦年度とし､会費は別に定め

る｡

(運営規則)

第 11条 本会の運営はこの会則によるが､会則

の変更は理事会の議決を経て､総会の承認を受

けることとする｡

(総会の構成)

第 12条 総会は正会員をもって組織する｡

(退 会)

第 13粂 会員が脱会 しようとするときは､脱会

届けを会長に提出しなければならない｡

(事務局)

第 14条 本会に事務局を置く｡

本会則は平成 2年 12月 1日より施行する｡




